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九州厚生局地域共生社会推進会議設置要綱 

 

（設置）  

第１条 九州厚生局管轄区域内（以下「管内」という。）における地域共生社会

の実現に向けた市町村等の取組の支援を進めることを目的として、九州厚生

局に「九州厚生局地域共生社会推進会議」（以下「推進会議」という。）を置く。  

 

（所掌事項）  

第２条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる市町村等の

取組への具体的な支援策に関する事項について検討し、協議を行う。 

（１）優良事例・ノウハウの横展開の推進に関する事項 

 （２）他省庁と連携した取組（マッチング支援事業）の推進に関する事項 

 （３）「九州・沖縄地域共生社会官民ネット」の創設に関する事項 

 （４）その他、管内の地域共生社会の推進に関して必要な事項 

 

（組織）  

第３条 推進会議の構成員は、別紙に掲げる団体及び者をもって充てる。  

 

（開催等） 

第４条 推進会議は、九州厚生局長が招集する。  

２ 九州厚生局長は、必要と認めるときは、推進会議を招集せず、構成員への持

ち回りにより議事を進めることができる。 

 

（庶務） 

第５条 推進会議の庶務は、九州厚生局関係各課の協力を得て、九州厚生局企画

調整課において処理する。  

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、

九州厚生局長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、令和元年５月９日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和３年１１月１２日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和４年１２月２０日から施行する。 

 



 
 

  

（別 紙） 

九州厚生局地域共生社会推進会議の構成団体及び構成員 

 

区分 構成団体及び構成員 

県 福岡県福祉労働部福祉総務課長       坪根 千恵子 

県 佐賀県健康福祉部社会福祉課長       三浦 正樹 

県 長崎県福祉保健部福祉保健課企画監     猿渡 圭子 

県 熊本県健康福祉部健康福祉政策課長     井藤 和哉 

県 
大分県福祉保健部福祉保健企画課 

地域共生社会推進監            高木 広之 

県 宮崎県福祉保健部福祉保健課長       柏田 学 

県 鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課長   德留 義信 

県 沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課長    榊原 千夏 

市町村 大分県杵築市医療介護連携課長       小俣 玲子 

医療等関係者 福岡県医師会副会長            堤 康博 

医療等関係者 大分県歯科医師会常務理事         藤本 洋士 

医療等関係者 熊本県薬剤師会専務理事          福原 慶寿 

医療等関係者 長崎県看護協会副会長           日野出 悦子 

福祉等関係者 大分県手をつなぐ育成会理事        村上 和子 

福祉等関係者 福岡県社会福祉協議会事務局長        波多江 重則 

有識者 特別養護老人ホーム白寿園施設長      鴻江 圭子 

有識者 長崎大学医学部地域包括ケア教育センター長 永田 康浩 

有識者 NPO 法人抱樸理事長                    奥田 知志 

有識者 内閣府障害者政策委員会委員長代理       三浦 貴子 

有識者 佐賀県後期高齢者医療広域連合事務局長   元松 直朗 

 


